
別紙２ 

○
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）（
抜
粋
） 

（
特
定
の
美
術
品
に
つ
い
て
の
相
続
税
の
納
税
猶
予
及
び
免
除
） 

第
七
十
条
の
六
の
七 

寄
託
先
美
術
館
の
設
置
者
と
特
定
美
術
品
の
寄
託
契
約
を
締
結
し
、
認
定
保
存
活
用
計
画
に
基
づ
き
当
該
特
定
美
術
品
を
当
該
寄
託
先
美
術
館
の
設
置
者
に

寄
託
し
て
い
た
者
か
ら
相
続
又
は
遺
贈
に
よ
り
当
該
特
定
美
術
品
を
取
得
し
た
寄
託
相
続
人
が
、
当
該
特
定
美
術
品
の
当
該
寄
託
先
美
術
館
の
設
置
者
へ
の
寄
託
を
継
続
す
る
場

合
に
は
、
当
該
寄
託
相
続
人
が
当
該
相
続
に
係
る
相
続
税
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
期
限
内
申
告
書
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
相
続
税
の
申
告
書
」
と
い
う
。）
の

提
出
に
よ
り
納
付
す
べ
き
相
続
税
の
額
の
う
ち
、
当
該
特
定
美
術
品
で
当
該
相
続
税
の
申
告
書
に
こ
の
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
旨
の
記
載
が
あ
る
も
の
に
係
る
納

税
猶
予
分
の
相
続
税
額
に
相
当
す
る
相
続
税
に
つ
い
て
は
、
当
該
相
続
税
の
申
告
書
の
提
出
期
限
ま
で
に
当
該
納
税
猶
予
分
の
相
続
税
額
に
相
当
す
る
担
保
を
提
供
し
た
場
合
に

限
り
、
同
法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
寄
託
相
続
人
の
死
亡
の
日
ま
で
、
そ
の
納
税
を
猶
予
す
る
。 

２ 

こ
の
条
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

特
定
美
術
品 

認
定
保
存
活
用
計
画
に
記
載
さ
れ
た
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。 

イ 

文
化
財
保
護
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
重
要
文
化
財
と
し
て
指
定
さ
れ
た
絵
画
、
彫
刻
、
工
芸
品
そ
の
他
の
有
形
の
文
化
的
所
産
で
あ
る
動
産 

ロ 

文
化
財
保
護
法
第
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
有
形
文
化
財
（
建
造
物
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
次
項
第
四
号
及
び
第
六
号
に
お
い
て
「
登
録
有
形
文
化
財
」
と
い

う
。
）
の
う
ち
世
界
文
化
の
見
地
か
ら
歴
史
上
、
芸
術
上
又
は
学
術
上
特
に
優
れ
た
価
値
を
有
す
る
も
の 

二 

寄
託
契
約 

特
定
美
術
品
の
所
有
者
と
寄
託
先
美
術
館
の
設
置
者
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
特
定
美
術
品
の
寄
託
に
関
す
る
契
約
で
、
契
約
期
間
そ
の
他
財
務
省
令
で
定
め
る

事
項
の
記
載
が
あ
る
も
の
を
い
う
。 

三 

認
定
保
存
活
用
計
画 

次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。 

イ 

文
化
財
保
護
法
第
五
十
三
条
の
二
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
同
法
第
五
十
三
条
の
六
に
規
定
す
る
認
定
重
要
文
化
財
保
存
活
用
計
画 

ロ 

文
化
財
保
護
法
第
六
十
七
条
の
二
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
同
法
第
六
十
七
条
の
五
に
規
定
す
る
認
定
登
録
有
形
文
化
財
保
存
活
用
計
画 

四 

寄
託
相
続
人 

相
続
又
は
遺
贈
に
よ
り
特
定
美
術
品
を
取
得
し
た
個
人
を
い
う
。 

五 

寄
託
先
美
術
館 

博
物
館
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
八
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
博
物
館
又
は
同
法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
博
物
館
に
相
当
す
る

施
設
と
し
て
指
定
さ
れ
た
施
設
の
う
ち
、
特
定
美
術
品
の
公
開
（
公
衆
の
観
覧
に
供
す
る
こ
と
を
い
う
。）
及
び
保
管
を
行
う
も
の
を
い
う
。 

六 

納
税
猶
予
分
の
相
続
税
額 

イ
に
掲
げ
る
金
額
か
ら
ロ
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
を
い
う
。 

イ 

前
項
の
規
定
の
適
用
に
係
る
特
定
美
術
品
の
価
額
を
同
項
の
寄
託
相
続
人
に
係
る
相
続
税
の
課
税
価
格
と
み
な
し
て
、
相
続
税
法
第
十
三
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
の
規
定

を
適
用
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
当
該
寄
託
相
続
人
の
相
続
税
の
額 

ロ 

前
項
の
規
定
の
適
用
に
係
る
特
定
美
術
品
の
価
額
に
百
分
の
二
十
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
を
同
項
の
寄
託
相
続
人
に
係
る
相
続
税
の
課
税
価
格
と
み
な
し
て
、
相
続
税

法
第
十
三
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
の
規
定
を
適
用
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
当
該
寄
託
相
続
人
の
相
続
税
の
額 



３ 

第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
寄
託
相
続
人
若
し
く
は
特
定
美
術
品
又
は
同
項
の
寄
託
先
美
術
館
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と

な
つ
た
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
二
月
を
経
過
す
る
日
（
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
当
該
二
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
当

該
寄
託
相
続
人
が
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
当
該
寄
託
相
続
人
の
相
続
人
（
包
括
受
遺
者
を
含
む
。
第
十
一
項
に
お
い
て
同
じ
。）
が
当
該
寄
託
相
続
人
の
死
亡
に
よ
る
相
続
の
開
始

が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
六
月
を
経
過
す
る
日
）
を
も
つ
て
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
納
税
の
猶
予
に
係
る
期
限
と
す
る
。 

一 

当
該
寄
託
相
続
人
が
当
該
特
定
美
術
品
を
譲
渡
し
た
場
合
（
当
該
特
定
美
術
品
を
そ
の
寄
託
先
美
術
館
の
設
置
者
に
贈
与
し
た
場
合
を
除
く
。） 

当
該
特
定
美
術
品
の
譲
渡

が
あ
つ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
る
文
化
庁
長
官
か
ら
の
通
知
を
当
該
寄
託
相
続
人
の
納
税
地
の
所
轄
税
務
署
長
が
受
け
た
日 

二 

当
該
特
定
美
術
品
が
滅
失
（
災
害
（
震
災
、
風
水
害
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
災
害
を
い
う
。
第
六
号
及
び
第
十
四
項
に
お
い
て
同
じ
。）
に
よ
る
滅
失
を
除
く
。）
を
し
、

又
は
寄
託
先
美
術
館
に
お
い
て
亡
失
し
、
若
し
く
は
盗
み
取
ら
れ
た
場
合 

こ
れ
ら
の
事
由
が
生
じ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
る
文
化
庁
長
官
か
ら
の
通
知

を
当
該
寄
託
相
続
人
の
納
税
地
の
所
轄
税
務
署
長
が
受
け
た
日 

三 

当
該
特
定
美
術
品
に
係
る
寄
託
契
約
の
契
約
期
間
が
終
了
を
し
た
場
合 

当
該
終
了
の
日 

四 

当
該
特
定
美
術
品
に
係
る
認
定
保
存
活
用
計
画
の
文
化
財
保
護
法
第
五
十
三
条
の
二
第
四
項
又
は
第
六
十
七
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
（
次
号
に
お
い
て
「
認
定
」

と
い
う
。
）
が
、
同
法
第
五
十
三
条
の
七
第
一
項
又
は
第
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
取
り
消
さ
れ
た
場
合
（
同
法
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
有
形
文

化
財
の
登
録
が
抹
消
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
取
り
消
さ
れ
た
場
合
と
し
て
政
令
で
定
め
る
場
合
を
除
く
。） 

当
該
認
定
が
取
り
消
さ
れ
た
日 

五 

当
該
特
定
美
術
品
に
係
る
認
定
保
存
活
用
計
画
の
文
化
財
保
護
法
第
五
十
三
条
の
二
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
計
画
期
間
又
は
同
法
第
六
十
七
条
の
二
第
二
項
第
三
号
に
掲

げ
る
計
画
期
間
が
満
了
し
た
日
か
ら
四
月
を
経
過
す
る
日
（
次
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
、
同
日
と
同
項
の
契
約
期
間
の
終
了
の
日
か
ら
一
年
を
経
過
す
る

日
と
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
と
す
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）
に
お
い
て
当
該
認
定
保
存
活
用
計
画
に
記
載
さ
れ
た
当
該
特
定
美
術
品
に
つ
い
て
新
た
な
認
定
を
受
け
て

い
な
い
場
合 

こ
れ
ら
の
計
画
期
間
が
満
了
し
た
日
か
ら
四
月
を
経
過
す
る
日 

六 

当
該
特
定
美
術
品
に
つ
い
て
、
重
要
文
化
財
の
指
定
が
文
化
財
保
護
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
除
さ
れ
た
場
合
又
は
登
録
有
形
文
化
財
の
登
録
が
同
法
第
五

十
九
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
抹
消
さ
れ
た
場
合
（
災
害
に
よ
る
滅
失
に
基
因
し
て
解
除
さ
れ
、
又
は
抹
消
さ
れ
た
場
合
を
除
く
。） 

当
該
指
定
が
解
除
さ

れ
た
日
又
は
当
該
登
録
が
抹
消
さ
れ
た
日 

七 

寄
託
先
美
術
館
に
つ
い
て
、
博
物
館
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
又
は
同
法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
抹
消
さ
れ
た
場

合
（
当
該
寄
託
先
美
術
館
が
同
法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
博
物
館
に
相
当
す
る
施
設
と
し
て
指
定
さ
れ
た
施
設
で
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
と
し
て
財
務

省
令
で
定
め
る
事
由
が
生
じ
た
場
合
） 

当
該
取
り
消
さ
れ
、
若
し
く
は
抹
消
さ
れ
、
又
は
事
由
が
生
じ
た
日 

４ 

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
寄
託
契
約
の
契
約
期
間
の
終
了
が
寄
託
先
美
術
館
の
設
置
者
か
ら
の
契
約
の
解
除
又
は
当
該
寄
託
契
約
の
更
新
を
行
わ
な
い
旨
の
申

出
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
寄
託
相
続
人
が
同
号
に
定
め
る
終
了
の
日
か
ら
一
年
以
内
に
新
た
な
寄
託
先
美
術
館
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
新
寄
託
先
美
術
館
」
と
い
う
。）
の
設
置
者
と
の
間
で
寄
託
契
約
を
締
結
し
、
寄
託
先
美
術
館
の
設
置
者
に
寄
託
し
て
い
た
特
定
美
術
品
を
新
寄
託
先
美
術
館
の
設
置
者
に
寄



託
す
る
見
込
み
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
納
税
地
の
所
轄
税
務
署
長
の
承
認
を
受
け
た
と
き
に
お
け
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 
前
項
第
三
号
の
寄
託
契
約
の
契
約
期
間
は
、
終
了
を
し
て
い
な
い
も
の
と
み
な
す
。 

二 
当
該
終
了
の
日
か
ら
一
年
を
経
過
す
る
日
に
お
い
て
、
当
該
新
寄
託
先
美
術
館
の
設
置
者
と
の
間
の
寄
託
契
約
に
基
づ
き
当
該
承
認
に
係
る
特
定
美
術
品
を
当
該
新
寄
託
先

美
術
館
の
設
置
者
に
寄
託
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
同
日
に
お
い
て
前
項
第
三
号
の
寄
託
契
約
の
契
約
期
間
が
終
了
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。 

三 

当
該
終
了
の
日
か
ら
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
当
該
承
認
に
係
る
特
定
美
術
品
が
当
該
新
寄
託
先
美
術
館
の
設
置
者
に
寄
託
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
新
寄
託
先
美
術
館

の
設
置
者
と
当
該
寄
託
相
続
人
と
の
間
の
寄
託
契
約
は
第
一
項
の
寄
託
契
約
と
、
当
該
新
寄
託
先
美
術
館
は
同
項
の
寄
託
先
美
術
館
と
み
な
す
。 

５ 

第
三
項
第
七
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
寄
託
相
続
人
が
同
号
に
定
め
る
取
り
消
さ
れ
、
若
し
く
は
抹
消
さ
れ
、
又
は
事
由
が
生
じ
た
日

か
ら
一
年
以
内
に
同
号
の
寄
託
先
美
術
館
の
設
置
者
に
寄
託
し
て
い
た
特
定
美
術
品
を
新
た
な
寄
託
先
美
術
館
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
寄
託
先
美
術
館
」
と
い
う
。）
の
設

置
者
に
寄
託
す
る
見
込
み
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
納
税
地
の
所
轄
税
務
署
長
の
承
認
を
受
け
た
と
き
に
お
け
る
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

第
三
項
第
七
号
の
登
録
の
取
消
し
若
し
く
は
抹
消
は
な
か
つ
た
も
の
と
、
又
は
同
号
の
事
由
は
生
じ
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
す
。 

二 

当
該
取
り
消
さ
れ
、
若
し
く
は
抹
消
さ
れ
、
又
は
事
由
が
生
じ
た
日
か
ら
一
年
を
経
過
す
る
日
に
お
い
て
、
当
該
承
認
に
係
る
特
定
美
術
品
を
当
該
新
寄
託
先
美
術
館
の
設

置
者
に
寄
託
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
同
日
に
お
い
て
第
三
項
第
七
号
の
取
り
消
さ
れ
た
場
合
若
し
く
は
抹
消
さ
れ
た
場
合
又
は
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
該
当
す
る
も
の
と
み

な
す
。 

三 

当
該
取
り
消
さ
れ
、
若
し
く
は
抹
消
さ
れ
、
又
は
事
由
が
生
じ
た
日
か
ら
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
当
該
承
認
に
係
る
特
定
美
術
品
が
当
該
新
寄
託
先
美
術
館
の
設
置
者

に
寄
託
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
新
寄
託
先
美
術
館
の
設
置
者
と
当
該
寄
託
相
続
人
と
の
間
の
寄
託
契
約
は
第
一
項
の
寄
託
契
約
と
、
当
該
新
寄
託
先
美
術
館
は
同
項
の
寄
託

先
美
術
館
と
み
な
す
。 

６ 

第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
寄
託
相
続
人
の
納
税
猶
予
分
の
相
続
税
額
に
係
る
担
保
の
提
供
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

国
税
通
則
法
第
五
十
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
美
術
品
を
担
保
と
し
て
提
供
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

二 

担
保
と
し
て
提
供
し
よ
う
と
す
る
特
定
美
術
品
に
は
、
保
険
が
付
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

三 

第
一
号
の
場
合
に
は
、
税
務
署
長
は
、
当
該
寄
託
相
続
人
と
同
号
の
特
定
美
術
品
に
関
す
る
寄
託
契
約
を
締
結
し
て
い
る
寄
託
先
美
術
館
の
設
置
者
に
当
該
特
定
美
術
品
を

保
管
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

７ 

第
一
項
の
相
続
又
は
遺
贈
に
係
る
相
続
税
の
申
告
書
の
提
出
期
限
ま
で
に
、
当
該
相
続
又
は
遺
贈
に
よ
り
取
得
を
し
た
特
定
美
術
品
が
共
同
相
続
人
又
は
包
括
受
遺
者
に
よ
つ

て
ま
だ
分
割
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
お
け
る
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
分
割
さ
れ
て
い
な
い
特
定
美
術
品
は
、
当
該
相
続
税
の
申
告
書
に
同
項
の
規
定
の
適
用
を



受
け
る
旨
の
記
載
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
。 

８ 

第
一
項
の
規
定
は
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
寄
託
相
続
人
が
提
出
す
る
相
続
税
の
申
告
書
に
、
特
定
美
術
品
に
つ
き
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す

る
旨
の
記
載
が
な
い
場
合
又
は
当
該
特
定
美
術
品
の
明
細
及
び
納
税
猶
予
分
の
相
続
税
額
の
計
算
に
関
す
る
明
細
を
記
載
し
た
書
類
そ
の
他
の
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
の
添
付

が
な
い
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。 

９ 

第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
寄
託
相
続
人
は
、
同
項
の
相
続
税
の
申
告
書
の
提
出
期
限
の
翌
日
か
ら
納
税
猶
予
分
の
相
続
税
額
に
相
当
す
る
相
続
税
に
つ
き
同
項
、
第
三

項
、
第
十
一
項
又
は
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
納
税
の
猶
予
に
係
る
期
限
が
確
定
す
る
日
ま
で
の
間
、
第
一
項
の
相
続
税
の
申
告
書
の
提
出
期
限
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を

経
過
す
る
ご
と
の
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
届
出
期
限
」
と
い
う
。）
ま
で
に
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
引
き
続
き
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
い
旨
を
記
載
し

た
届
出
書
に
、
寄
託
先
美
術
館
の
設
置
者
が
発
行
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
納
税
地
の
所
轄
税
務
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

10 

納
税
猶
予
分
の
相
続
税
額
に
相
当
す
る
相
続
税
並
び
に
当
該
相
続
税
に
係
る
利
子
税
及
び
延
滞
税
の
徴
収
を
目
的
と
す
る
国
の
権
利
の
時
効
に
つ
い
て
は
、
第
十
三
項
第
二
号

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
国
税
通
則
法
第
七
十
三
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
前
項
の
届
出
書
の
提
出
が
あ
つ
た
時
に
中
断
し
、
当
該
届
出

書
の
届
出
期
限
の
翌
日
か
ら
新
た
に
進
行
す
る
も
の
と
す
る
。 

11 

第
九
項
の
届
出
書
が
届
出
期
限
ま
で
に
納
税
地
の
所
轄
税
務
署
長
に
提
出
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
当
該
届
出
期
限
に
お
け
る
納
税
猶
予
分
の
相
続
税
額
に
相
当
す
る
相
続
税
に

つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
届
出
期
限
の
翌
日
か
ら
二
月
を
経
過
す
る
日
（
当
該
届
出
期
限
の
翌
日
か
ら
当
該
二
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
当
該
相

続
税
に
係
る
寄
託
相
続
人
が
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
当
該
寄
託
相
続
人
の
相
続
人
が
当
該
寄
託
相
続
人
の
死
亡
に
よ
る
相
続
の
開
始
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
六

月
を
経
過
す
る
日
）
を
も
つ
て
同
項
の
規
定
に
よ
る
納
税
の
猶
予
に
係
る
期
限
と
す
る
。 

12 

税
務
署
長
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
納
税
猶
予
分
の
相
続
税
額
に
相
当
す
る
相
続
税
に
係
る
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
納
税
の
猶
予
に
係
る
期
限
を
繰
り
上
げ
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
国
税
通
則
法
第
四
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

一 

第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
寄
託
相
続
人
が
同
項
に
規
定
す
る
担
保
に
つ
い
て
国
税
通
則
法
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
応
じ
な
い
場
合 

二 

第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
寄
託
相
続
人
か
ら
提
出
さ
れ
た
第
九
項
の
届
出
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
と
相
違
す
る
事
実
が
判
明
し
た
場
合 

13 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
納
税
の
猶
予
が
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
国
税
通
則
法
、
国
税
徴
収
法
及
び
相
続
税
法
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
相
続
税
に
係
る
延
滞
税
に
つ
い
て
は
、
そ
の
相
続
税
の
額
の
う
ち
納
税
猶
予
分
の
相
続
税
額
と
そ
の
他
の
も
の
と
に
区
分

し
、
更
に
当
該
納
税
猶
予
分
の
相
続
税
額
を
第
三
号
に
規
定
す
る
納
税
の
猶
予
に
係
る
期
限
が
異
な
る
も
の
ご
と
に
区
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
税
額
ご
と
に
国
税
通
則
法
の
延

滞
税
に
関
す
る
規
定
を
適
用
す
る
。 

二 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
納
税
の
猶
予
を
受
け
た
相
続
税
に
つ
い
て
は
、
国
税
通
則
法
第
六
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
三
条
第
四
項
中
「
延
納
」
と
あ
る
の
は
、「
延
納
（
租

税
特
別
措
置
法
第
七
十
条
の
六
の
七
第
一
項
（
特
定
の
美
術
品
に
つ
い
て
の
相
続
税
の
納
税
猶
予
及
び
免
除
）
の
規
定
に
よ
る
納
税
の
猶
予
を
含
む
。）」
と
す
る
。 



三 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
納
税
の
猶
予
に
係
る
期
限
（
第
三
項
又
は
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
期
限
を
含
む
。）
は
、
国
税
通
則
法
及
び
国
税
徴
収
法
中
法
定
納
期
限
又
は
納

期
限
に
関
す
る
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、
相
続
税
法
の
規
定
に
よ
る
延
納
に
係
る
期
限
に
含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。 

四 
第
三
項
又
は
前
二
項
の
規
定
に
該
当
す
る
相
続
税
に
つ
い
て
は
、
相
続
税
法
第
三
十
八
条
第
一
項
及
び
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

五 
相
続
又
は
遺
贈
に
よ
り
取
得
を
し
た
財
産
の
う
ち
に
特
定
美
術
品
に
該
当
す
る
も
の
が
あ
る
者
の
当
該
財
産
に
係
る
相
続
税
の
額
で
納
税
猶
予
分
の
相
続
税
額
以
外
の
も
の

に
つ
い
て
は
、
当
該
特
定
美
術
品
の
価
額
は
、
当
該
特
定
美
術
品
の
価
額
に
百
分
の
二
十
を
乗
じ
て
計
算
し
た
価
額
で
あ
る
も
の
と
し
て
、
相
続
税
法
第
三
十
八
条
第
一
項
（
同

法
第
四
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
四
十
七
条
第
五
項
、
第
五
十
二
条
第
一
項
又
は
第
五
十
三
条
第
四
項
第
二
号
ロ
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

六 

特
定
美
術
品
に
つ
い
て
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
相
続
税
法
第
四
十
八
条
の
二
第
六
項
に 

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
財
産
を
除
く
」
と
あ
る
の
は
、「
財
産
及
び
租
税
特
別
措
置
法
第
七
十
条
の
六
の
七
第
一
項
（
特
定
の
美
術
品
に
つ
い
て
の
相
続
税
の
納
税
猶
予

及
び
免
除
）
の
規
定
の
適
用
に
係
る
同
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
美
術
品
を
除
く
」
と
す
る
。 

14 

第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
寄
託
相
続
人
が
死
亡
し
た
場
合
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
寄
託
相
続
人
が
特
定
美
術
品
を
寄
託
し
て
い
る
寄
託
先
美
術
館
の
設
置
者

に
当
該
特
定
美
術
品
の
贈
与
を
し
た
場
合
又
は
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
特
定
美
術
品
が
災
害
に
よ
り
滅
失
し
た
場
合
（
こ
れ
ら
の
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
前

に
第
十
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
つ
た
場
合
又
は
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
納
税
の
猶
予
に
係
る
期
限
の
繰
上
げ
が
あ
つ
た
場
合
及
び
同
日
前
に
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に

該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
当
該
特
定
美
術
品
に
係
る
納
税
猶
予
分
の
相
続
税
額
に
相
当
す
る
相
続
税
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
免
除
す
る
。 

15 

第
九
項
の
届
出
書
が
届
出
期
限
ま
で
に
提
出
さ
れ
な
か
つ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
同
項
の
税
務
署
長
が
当
該
届
出
期
限
内
に
そ
の
提
出
が
な
か
つ
た
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得

な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
届
出
書
が
当
該
税
務
署
長
に
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
第
十
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

当
該
届
出
書
が
当
該
届
出
期
限
内
に
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

16 

第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
寄
託
相
続
人
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
納
税
猶
予
分
の
相
続
税
額
を
基
礎
と
し
、
当
該
各
号
の

相
続
税
に
係
る
相
続
税
の
申
告
書
の
提
出
期
限
の
翌
日
か
ら
当
該
各
号
に
定
め
る
納
税
の
猶
予
に
係
る
期
限
ま
で
の
期
間
に
応
じ
、
年
三
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
乗
じ
て
計

算
し
た
金
額
に
相
当
す
る
利
子
税
を
、
当
該
納
税
猶
予
分
の
相
続
税
額
に
係
る
相
続
税
に
併
せ
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

第
三
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
つ
た
場
合 

第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
相
続
税
に
係
る
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
納
税
の
猶
予
に
係
る
期
限 

二 

第
十
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
つ
た
場
合 

同
項
に
規
定
す
る
相
続
税
に
係
る
同
項
の
規
定
に
よ
る
納
税
の
猶
予
に
係
る
期
限 

三 

第
十
二
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
つ
た
場
合 

同
項
に
規
定
す
る
相
続
税
に
係
る
同
項
の
規
定
に
よ
り
繰
り
上
げ
ら
れ
た
納
税
の
猶
予
に
係
る
期
限 

17 

文
部
科
学
大
臣
又
は
文
化
庁
長
官
は
、
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
寄
託
相
続
人
若
し
く
は
特
定
美
術
品
又
は
同
項
の
寄
託
先
美
術
館
に
つ
い
て
、
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
納
税
の
猶
予
に
係
る
期
限
と
さ
れ
る
同
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
事
実
に
関
し
、
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
報
告
の
受
理
そ
の
他
の
行
為
を
し
た
こ
と
に
よ
り
当
該
事

実
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
特
定
美
術
品
に
つ
い
て
当
該
事
実
が
生
じ
た
旨
そ
の
他
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
、
書
面
に
よ
り
、
国
税
庁
長
官

又
は
当
該
寄
託
相
続
人
の
納
税
地
の
所
轄
税
務
署
長
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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税
務
署
長
は
、
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
文
部
科
学
大
臣
又
は
文
化
庁
長
官
の
事
務
（
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
寄
託
相
続
人
に
関
す
る
事
務
で
、
前
項
の
規
定
の
適
用

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
処
理
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
文
部
科
学
大
臣
又
は
文
化
庁
長
官
に
対
し
、
当
該
寄
託
相
続
人
が
第
一
項
の

規
定
の
適
用
を
受
け
る
旨
そ
の
他
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
通
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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第
三
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。 


